
「法の支配」の実現に向けて、国際仲裁・国際調停をはじめとする国際紛争解決
基盤の整備に関する取組を紹介するとともに、国家司法の協力の視点も含めて、
より一層効率的かつ適正妥当な国際紛争解決の在り方について議論します。

■問合せ先
法務省民事局（参事官室）
TEL:03-3580-4111(代表)

「国際仲裁・国際調停の未来と司法制度」

 日程：2023年７月７日（金） ９時から１２時３０分

 会場：ホテルニューオータニ東京 （対面・オンライン併用）

 使用言語：英語（日本語同時通訳あり）

 プログラム（詳細は裏面）

 裁判官、仲裁人、研究者らによる基調講演

 日本及び海外の仲裁実務家を交えたパネルディスカッション

 入場登録の方法等：特設サイトにて案内中（参加無料）

（現地参加 ：６月２６日（月） 午後6時 まで登録可

オンライン参加：７月 ３日（月） 正午 まで登録可）

■ 主催：法務省民事局
／法務省訟務局
法務省大臣官房国際課
一般社団法人日本商事仲裁協会（JCAA）

■ 後援： CIArb East Asia Branch

公益社団法人日本仲裁人協会（JAA）
一般社団法人日本国際紛争解決センター（JIDRC）
日本組織内弁護士協会（JILA）
最高裁判所 （アルファベット順）

「司法外交」閣僚フォーラム開催記念

特別イベント

（日本語版） （英語版）

【特設サイト】



◆ パネル・ディスカッション ①10:30～／②11:25～

開会挨拶
金子 修 法務省民事局長

祝 辞
日本商事仲裁協会理事長

◆ オープニング・セレモニー 9:00～

訟務局の国際的な取組
ー国際仲裁・国際調停の
更なる発展に向けて

春名 茂 法務省訟務局長

効果的な紛争解決とし
ての国際仲裁・調停の
組合せと執行の将来
ーユーザーの利益実現の
最前線

高取芳宏
英国仲裁人協会上級仲裁人（F.C.I.Arb.）
・同認定講師
弁護士（日本及びNY州登録）

Chan Leng Sun, SC
シンガポール・
ダクストンヒル法律事務所
上級弁護士・公認仲裁人

垣内秀介

前田葉子
シティユーワ法律事務所
パートナー

弁護士（日本及びNY州登録）

Nicolas Wiegand
CMS香港オフィス
マネジングパートナー
CMS紛争解決グループ長

山本和彦
一橋大学大学院教授

モデレーター：高取芳宏

① 法の支配の実現に向けた国際仲裁・国際調停の活用・連携
② 外国での仲裁判断及び和解合意の執行における国家司法の役割・協力

パネリスト（アルファベット順・左列から）

◆ クロージング・セッション 12:15～ 寺田逸郎 法務省特別顧問

式 辞

齋藤 健 法務大臣
【ビデオメッセージ】

◆ 基調講演 9:20～

国際仲裁・国際調停の
活性化に向けた日本の
最新動向
ー法整備の到達点と日本
商事仲裁協会の取組

垣内秀介 東京大学大学院教授

『ビジネス・コート』の
設置と国際紛争解決地と
しての日本の魅力を高め
る上での裁判所の役割

朝倉佳秀 東京地方裁判所

所長代行者（判事）


